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盛土規制法の運用開始

　県では、盛土等に伴う災害から
県民の生命・財産を守るため、危
険な盛土等を規制する区域を 4 月
1 日に指定します。おおむね県内
全域が規制区域に指定され、区域
内で行われる盛土等は許可や届出
の対象となります。また、土地所
有者には盛土等が行われた土地を
常時安全に維持する努力義務が生
じます。詳しくはお問い
合わせください。
問県建築指導課（☎ 083-933-

3866）、県森林整備課（☎ 083-
933-3480）

高齢者の交通事故防止県民運動

問生活安全課（☎ 82-1133）

～住みよい山口　いつも心に　交通安全～

◦高齢歩行者の交通事故防止
◦高齢運転者の交通事故防止
◦高齢者の自転車安全利用の推進
◦反射材・ハイビームの活用促進

3 月 9 日日〜 15 日土

【広告掲載欄】掲載についてのお問い合わせはシティセールス課（☎ 82-1148）まで。

暮らしとこころの相談会

◦日時　3 月 9 日㈰　10:00 ～
16:00（予約優先）

◦場所　県総合保健会館（山口
市吉敷下東 3-1-1）

「表示登記の日」無料登記相談会

　4 月 1 日は全国一斉「表示登
記の日」です。不動産登記の重
要性を広く知ってもらうため、
相談会を行います。
◦日時
　3 月 30 日㈰　10:00 ～ 15:00
◦場所　フジグラン宇部
◦内容　土地（分筆・合筆、地

目変更、境界）、建物（新築・
増築、取り壊し） 等

問山口県土地家屋調査士会
（☎ 038-922-5975）

遠隔手話サービスを
利用できます

　手話通訳を必要とする人が窓口
等で手話を使ってコミュニケー
ションをとることができるよう、
タブレット端末から手話通訳者に
テレビ電話をつなぐ「遠隔手話サー
ビス」を実施しています。希望する
人は、職員に申し出てください。

◦タブレット端末配置場所　
　市役所、山陽総合事務所
※必要に応じて各窓口へ職員が

お持ちします。

◦利用時間　平日 9:00 ～ 17:00

問障害福祉課（☎ 82-1170）

市民意見公募制度
パブリックコメントの結果

■第 3 次山陽小野田市食育推進
計画（案）

◦応募期間　
　1 月 6 日㈪～ 2 月 4 日㈫

◦意見の件数　0 件

問健康増進課（☎ 71-1817）

申告会場の予約・確定申告は
国税庁の LINE から

◦国税庁の LINE でできること
◦確定申告会場の入場整

理券の発行
◦確定申告書の作成
◦各種様式のダウンロード
◦チャットボット（AI）に相談
※確定申告をする際は、マイナ

ポータル連携をすることで各
種控除の情報が自動で
入力できます▶

問厚狭税務署（☎ 72-0180）

広報活動アンケートの結果

　昨年 9 ～ 12 月、広報活動に関
するアンケートを WEB 方式で実
施しました。いただいたご意見は
今後の広報活動の参考にさせてい
ただきます。ご協力ありがとうご
ざいました。結果はホーム
ページで公開しています。

問シティセールス課（☎ 82-1148）

◦内容　多重債務・労働問題・
DV 等の日常生活上の法的問
題やこころの病等、弁護士等
による無料相談（秘密厳守）

◦予約方法　電話

問・ 山口県弁護士会宇部地区会
（☎ 21-7818）

FM スマイルウェ〜ブで
市の情報を放送中！(89.7MHz)

■ピックアップ！さんようおのだ
市の担当職員とパーソナリ
ティとの掛け合いでお届けし
ます。「スマイル広報」のコー
ナーではゲストも出演。イン
ターネットやアプリ「FM++

（エフエムプラプラ）」で聴く
こともできます。

◦放送日時
木曜日　12:00 ～ 12:55

問シティセールス課（☎ 82-1148）

【国税庁
LINE】


